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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空部を有するフレームを有するラケットにおいて、フェイス面を時計と見てトップ位
置を１２時とすると、１２時、４時および８時の位置の前記中空部内に発泡樹脂からなる
振動吸収材が配置され、３時および９時の位置の前記中空部内には配置されず、
　前記振動吸収材が配置される部分の長さ合計はフレームの中空部を有する長さの１０～
３５％であり、
　前記ラケットがテニスラケットの場合はフレームの中空部内に配置される前記振動吸収
材の重量が４ｇ～１０ｇであり、
　前記ラケットがバドミントンラケットの場合はフレームの中空部内に配置される前記振
動吸収材の重量が１ｇ～６ｇである
ことを特徴とするラケット。
【請求項２】
　前記振動吸収材が、さらに２時および１０時の位置の前記中空部内に配置される請求項
１に記載のラケット。
【請求項３】
　前記発泡樹脂の樹脂成分が、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂、ポリウレタン、ポリ塩
化ビニル、ポリオレフィンおよびポリエステルからなる群から選択される一種以上の樹脂
である請求項１又は２に記載のラケット。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、打球感が良く、かつ軽量で耐久性の高いテニス、バドミントン用などのラケ
ットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年テニスやバドミントン用のラケットとして、軽量で飛び性能の良いラケットが求め
られている。このため、ラケットのフレームは、高強度で軽量の炭素繊維などの繊維強化
樹脂製が主流となっている。
【０００３】
　しかしながら、例えばテニスラケットを軽量にすると、打球時にテニスラケットに負荷
される衝撃が大きくなり、プレーヤーが不快な振動を感じると共に衝撃が肘に伝わりやす
くテニスエルボーの原因となることがある。このため、軽量で、かつ振動吸収性の高いテ
ニスラケットが望まれており、様々な工夫がなされている。
【０００４】
　ガットが張られたラケットにボールやシャトルが衝突したときに発生する主な振動とし
ては、面外1次振動、面外２次振動、面内１次振動および面内２次振動などがある。ここ
で面外とはガットを張った状態でガット面に垂直な方向をいい、面内とはガット面に平行
な方向の振動をいう。このような振動に着目して、これらの振動の腹部（振動の大きな位
置）に振動抑止材を装着することが提案されている（例えば特許文献１）。また、面外１
次振動を減衰させるためにフレームの一部に振動吸収材を介在させ、面外２次振動を抑制
するためフレームの一部に振動吸収剤と質量付加剤を積層したダイナミックダンパーを装
着させ、１次と２次の振動減衰率と比率を所定範囲とすることが提案されている（例えば
特許文献２）。
【０００５】
　一方、面内振動の節部分に質量体を装着または組み込むことが提案されており（例えば
特許文献３）、フレームのフェース部全体に発泡材料を充填することが提案されている（
例えば特許文献４）。
【０００６】
　しかしながら、従来これらの振動と打球感との関係は必ずしも明確ではなく、振動吸収
性が良いラケットが必ずしも打球感が良いとは言えない問題があった。また、装着型の振
動抑止材の場合には、ラケット重量が増加することや、ラケットの空気抵抗が増大するな
どの欠点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１５７６４９号公報
【特許文献２】特開２００３－１０３６２号公報
【特許文献３】特開２００１－２６９４２４号公報
【特許文献４】特開２００１－１４５７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前記従来の問題を解決するため、打球感が良く、軽量で耐久性の高いラケッ
トを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、中空部を有するフレームを有するラケットにおいて、フェイス面を時計と見
てトップ位置を１２時とすると、１２時、４時および８時の位置の前記中空部内に発泡樹
脂からなる振動吸収材が配置され、３時および９時の位置の前記中空部内には配置されず
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、前記振動吸収材が配置される部分の長さ合計はフレームの中空部を有する長さの１０～
３５％であり、前記ラケットがテニスラケットの場合はフレームの中空部内に配置される
前記振動吸収材の重量が４ｇ～１０ｇであり、前記ラケットがバドミントンラケットの場
合はフレームの中空部内に配置される前記振動吸収材の重量が１ｇ～６ｇであることを特
徴とするラケットである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のラケットは、打球感が良く、かつ軽量で耐久性の高いテニス、バドミントン用
などのラケットである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明のラケットの一例の模式図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、テニスラケットにおける中空部を示す図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、バドミントンラケットにおける中空部を示す図である。
【図２】図２は、本発明のラケットの振動評価解析の方法を説明する図である。
【図３Ａ】図３Ａは、面外振動評価解析において、テニスラケットをインパクトハンマー
で打撃する位置と、テニスラケットに付ける加速度計ピックアップ計の位置を示す図であ
る。
【図３Ｂ】図３Ｂは、面外振動評価解析において、バドミントンラケットをインパクトハ
ンマーで打撃する位置と、バドミントンラケットに付ける加速度計ピックアップ計の位置
を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、面内振動評価解析において、テニスラケットをインパクトハンマー
で打撃する位置と、テニスラケットに付ける加速度計ピックアップ計の位置を示す図であ
る。
【図４Ｂ】図４Ｂは、面内振動評価解析において、バドミントンラケットをインパクトハ
ンマーで打撃する位置と、バドミントンラケットに付ける加速度計ピックアップ計の位置
を示す図である。
【図５】図５は、比較例１の面外振動ボード線図を示す。
【図６】図６は、実施例１の面外振動ボード線図を示す。
【図７】図７は、比較例１の面内振動ボード線図を示す。
【図８】図８は、実施例１の面内振動ボード線図を示す。
【図９】図９は、比較例２の面外振動ボード線図を示す。
【図１０】図１０は、実施例２の面外振動ボード線図を示す。
【図１１】図１１は、比較例２の面内振動ボード線図を示す。
【図１２】図１２は、実施例２の面内振動ボード線図を示す。
【図１３Ａ】図１３Ａは、テニスラケットにおける面内１次振動の腹および節の場所を示
す図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、テニスラケットにおける面内２次振動の腹および節の場所を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明者は前記の問題に対し「打撃時の振動には抑制した方が良い不快な振動と、抑制
しないほうが良い振動がある。不快な振動を選択的に除去すれば打球感の良いラケットが
得られる」という仮説をたて、その仮説に基づき振動吸収性と打球感について種々検討し
た結果、新たな知見を見出し、本発明を完成した。
【００１３】
　本発明において「打球感が良い」という意味を、「打球時にノイズとなる振動が少なく
、ボールがラケット面のどこに当たったか。また、ボールがラケット面にどのように当た
ったか、つまり、ラケット面にボールが衝突する速度、ラケット面にボールが衝突する角
度およびラケット面でボールの潰れる感触をグリップに伝わる振動で感じやすいこと」と
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定義する。なお、以下において、主にテニスラケットについて説明するが、バドミントン
ラケットについても、ボールをシャトルと置き換えて同様に理解することができる。
【００１４】
　また、グリップに伝わるラケット面にボールが衝突する速度、ラケット面にボールが衝
突する角度およびラケット面でボールの潰れる感触を感じるための振動から得られる情報
を、「打球情報」と呼ぶ。
【００１５】
　打球感が良いラケットは、競技者がショットをコントロールする上で、またプレーの技
術を上達させる上で重要である。
【００１６】
　本発明者は、競技者が打球感が良いまたは悪いと感じるラケットの統計を取った結果か
ら、打球感については競技者の間で共通のものであることが分かった。この打球感の良い
ラケットについて、本発明者は、フェイス面の中心付近の数箇所を叩き、振動解析を行っ
た。また、打球感が良いラケットと悪いラケットの振動モード解析結果を比較した。また
、エラストマーダンパーを様々な方法で、打球感が良いラケットと悪いラケットに取り付
けて、打球感の変化とそのときのモード解析結果を比較した。これらの結果から、「打球
感が良い」ラケットにおいて、どの振動モードが打球情報を伝える上で重要であるか、ど
の振動モードが重要でないかが、以下のように判明した。
【００１７】
　＜面外１次振動＞
　ラケットのスウィートスポット付近から割りと大きくボールが離れて衝突したときに、
大きな振動の違いが発生するため、大まかなボールの衝突位置を知るために必要な振動で
ある。しかし、通常、この振動は大きいので、多少抑制しても打球情報を失うことは無く
、むしろある程度抑制した方が競技者が面外２次振動を感じやすくなり打球感が向上する
。また、この振動を抑制することにより、競技者の体への負担も少なくてすむ利点がある
。
【００１８】
　＜面外２次振動＞
　ラケットのスウィートスポット付近にボールが衝突した時でも、わずかな衝突の仕方の
違いで発生する振動の大きさが細かに変化する。どこにどのような角度で衝突したのか、
細かい位置情報を知ることができるので、重要な振動である。
【００１９】
　＜面内１次振動および面内２次振動＞
　ボールがラケットのスウィートスポット付近のどこに衝突しても、同じような振動が発
生するため、打球情報を伝える上であまり重要でない振動である。また、特に軟式テニス
ラケットおよび硬式テニスラケットにおいては、これらの周波数は、打球情報を伝える上
で重要な面外１次振動および面外２次振動の周波数に近く、従って、面内１次振動と面内
２次振動は、これらの「ノイズ」として感じる。
【００２０】
　上記に基づき、「面外１次振動をある程度抑制し、面外２次振動を出来る限り抑制せず
、面内１次振動および面内２次振動を出来る限り抑制する」ことによって、「打球感の良
い」ラケットを製造することができることを、本発明者は見出した。
【００２１】
　具体的には、「面外１次振動をある程度抑制し、面外２次振動を出来る限り抑制せず、
面内１次振動および面内２次振動を出来る限り抑制する」為に、フレームの面内１次振動
および面内２次振動の腹に近い場所であり、かつ、面外２次振動の節（もしくは出来る限
り節の近く）の場所に、振動吸収材を配置した。さらにフレームの面外１次振動をある程
度抑制できる場所に振動吸収材を配置すれば、より好ましい。
【００２２】
　硬式テニスラケットおよび軟式テニスラケットにおいて、面内および面外の振動の場所
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は、フェイス面を時計と見てトップ位置を１２時とすると下記の場所である（図１３Ａお
よび図１３Ｂ参照）。
【００２３】
【表１】

【００２４】
　以上から、中空部を有するフレームを有するラケットにおいて、フェイス面を時計と見
てトップ位置を１２時とすると、１２時、４時および８時の位置の前記中空部内に振動吸
収材が配置される本発明のラケットは、面外２次振動を抑制することなく、面外１次振動
を抑制し、かつ、面内１次振動および面内２次振動を抑制できる。この４時および８時の
位置は、抑制したい面内１次振動の腹に相当し、抑制したくない面外２次振動の節に相当
する。１２時の位置は、抑制したい面内２次振動の腹に相当する。その結果、打撃時に生
じる不快な振動は軽減し、打球情報として有用な振動は残すことにより、打球感がよいと
いう効果を奏する。また、本発明のラケットにおいては、振動吸収材はフレームの必要な
箇所にのみ部分的に配置される。従って、振動吸収材が配置されていない中空部を有する
フレームを有するラケットと比べて重量の増加は僅かである。さらに、本発明のラケット
においては、振動吸収材はフレームの必要な箇所の中空部内にのみ配置される。従って、
本発明のラケットは、振動吸収材が配置されていない中空部を有するフレームを有するラ
ケットと比べて、空気抵抗の増加は無い。よって、本発明のラケットは、フレーム全体に
振動吸収材が配置されているラケットと比べて、フレーム自体の材料の量を減らす必要が
低く、その結果、フレーム強度の低下が小さくて済む。また、本発明のラケットは、振動
吸収材が全く挿入されていないラケットに比べて、競技者が受ける振動に起因する負担は
低下する。
【００２５】
　さらに、前記振動吸収材は、フェイス面を時計と見てトップ位置を１２時とすると、３
時および９時の位置の前記中空部内には配置されないのが好ましい。この３時および９時
の位置は、振動抑制をしたくない面外２次振動の腹に相当し、この位置に振動吸収材を配
置すると、重要な打球情報となる面外２次振動を抑制してしまうためである。
【００２６】
　また、前記振動吸収材は、さらに２時および１０時の位置の前記中空部内に配置しても
よい。このように１２時、４時、８時、２時および１０時の位置の前記中空部内に配置す
る場合、さらに面内１次振動を抑制することができる。
【００２７】
　本発明のラケットは、テニスラケット（硬式もしくは軟式）またはバドミントンラケッ
トであってもよい。
【００２８】
　本発明のラケットにおいて、前記振動吸収材は、発泡樹脂または合成ゴムであるのが好
ましい。前記発泡樹脂であれば、重量が軽く、その結果、本発明のラケットの重量増加が
抑制できるからである。また、発泡樹脂であれば、フレームの中空部に配置するのが容易
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だからである。前記発泡樹脂の原料樹脂は、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）
、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ポリオレフィンおよびポリエステルからなる群から選
択される一種以上の樹脂であるのが好ましい。前記発泡樹脂の原料樹脂は、フレームの材
料との接着性が良く、かつ、樹脂の硬さを広い範囲で変更することができるため、エチレ
ン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）およびポリウレタンがより好ましい。これらの原料
樹脂は、抑制したい振動の種類、ラケットの種類、ラケットの形状により適宜、好適に選
択することができる。なお、振動吸収材が発泡樹脂の場合、中空部内に配置された発泡樹
脂の比重は、例えば０．１～１．０である。この比重は、以下の式より求めることができ
る。
【数１】

【００２９】
　本発明のラケットにおいて、前記振動吸収材が配置される部分の長さ合計は、フレーム
の中空部を有する長さの５～４０％であるのが好ましい。この割合が５％以上であると、
所望の振動抑制効果が充分に得られるからである。また、この割合が４０％以下であると
、抑制したくない面外２次振動を抑制せずに、所望の振動抑制効果が得られ、かつ、ラケ
ット全体の重量増加が顕著ではないからである。具体的には、本発明のラケットがテニス
ラケットの場合、前記振動吸収材が配置される部分の長さ合計は、フレームの中空部を有
する長さの１０～３５％であるのがより好ましい。本発明のラケットがバドミントンラケ
ットの場合、前記振動吸収材が配置される部分の長さ合計は、フレームの中空部を有する
長さの１５～３５％であるのがより好ましい。なお、フレームの中空部を有する長さは、
テニスラケットの場合、フェイス部、シャフト部およびグリップ部の合計からヨーク部分
を除いた長さであり（図１Ｂ中、斜線部分が中空部である）、バドミントンラケットの場
合は、フェイス部全体の長さを意味する（図１Ｃ中、斜線部分が中空部である）。
【００３０】
　なお、本発明のラケットにおいて、所定の位置において、フレームの中空部の断面全体
の５０％以上、好ましくは１００％に振動吸収材が配置されるのが好ましい。断面積全体
の５０％以上に振動吸収材が配置されれば、振動抑制効果が充分に得られ、かつ、配置さ
れた位置から剥がれにくいためである。
【００３１】
　本発明のラケットにおいて、振動吸収材の量と位置は、フレームのバランスの点で左右
均等であるのが好ましい。例えば、１２時の位置に配置される振動吸収材の配置位置の中
心は、１２時地点になるのが好ましい。４時および８時の位置に配置される振動吸収材の
配置位置の中心については、３時および９時の位置付近は振動吸収材が配置されない方が
好ましい観点から、振動吸収材の配置位置の中心は、４時の場合は５時側、９時の場合は
８時側に多少シフトしても、フレーム全体として左右均等であれば差し支えない。
【００３２】
　振動吸収材の量としては、テニスラケットの場合は、好ましくは４～１５ｇ、より好ま
しくは５～１０ｇである。振動吸収材の量が４ｇ未満の場合、打球感の改善効果が低く、
１５ｇを超えると打球情報を得にくいためである。また、振動吸収材の量は、バドミント
ンラケットの場合は、好ましくは１～６ｇ、より好ましくは２～４ｇである。振動吸収材
の量が１ｇ未満の場合、打球感の改善効果が低く、６ｇを超えると打球情報を得にくいた
めである。
【００３３】
　本発明のラケットのフレームは、例えば、繊維強化樹脂から形成される。具体的には、
本発明のラケットの中空部を有するフレームは、繊維強化プリプレグの積層体を中空パイ
プ状としたものから形成されたものが好ましく用いられる。また本発明のラケットにおけ
る中空部を有するフレームは、他の公知の方法によって製造されたものも用いられる。前
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記繊維強化樹脂の繊維としては、炭素（カーボン）繊維、アラミド繊維、炭化ケイ素繊維
、アルミナ繊維、ガラス繊維、ポリアリレート繊維などが挙げられる。軽量で高強度であ
ることから、前記繊維強化樹脂の繊維としては、炭素繊維が好ましく用いられる。前記繊
維強化樹脂の樹脂としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等が挙げられ、熱硬化型のエポ
キシ系樹脂が好ましい。また、繊維強化樹脂の形状や配列については、特に限定は無い。
【００３４】
　図１Ａに、本発明のラケット（テニスラケット）の一例の模式図を示す。図１Ａにおい
て、１０１はフェイス、１０２はシャフト、１０３はヨーク、１０４はグリップを指す。
図１Ａにおいて、フレームのトップ部分を１２時として、１から１２までの数字は１時か
ら１２時の位置を示す。図１Ａにおいて、本発明のラケットは、１２時、４時および８時
の位置の中空部内に発泡樹脂Ａ１、Ａ２およびＡ３が、配置されているが、他の部分は配
置されていない（中空のまま）。なお、図１において、フレームの中空部とは、フェイス
１０１、シャフト１０２およびグリップ１０４の合計からヨーク１０３を除いた部分であ
る。
【００３５】
　本発明のラケットは、例えば、以下のようにして製造することができる。
　＜テニスラケットの場合＞
　まず長さが短いナイロンチューブを用意し、その内部に発泡樹脂の原料樹脂（振動吸収
材が発泡樹脂の場合）を挿入する。その後、ナイロンチューブの端を閉じて、発泡樹脂の
原料樹脂が封入されたナイロンチューブを得る。通常用いられるカーボンラケットの製造
方法の途中において、カーボンプリプレグシートのレイアップ時に、加圧ナイロンチュー
ブの外側に前記発泡樹脂の原料樹脂が封入されたナイロンチューブを所定の位置に両面テ
ープで貼り付ける。その後、通常のとおりレイアップし、ラケット金型にはめ込み、加熱
および加圧する。この際、原料樹脂の発泡温度を考慮し、発泡が比較的ゆっくり進行する
加熱温度および圧力条件を選択する。加熱および加圧により成形された中空フレームの所
定の位置には、原料樹脂が発泡して、発泡樹脂（振動吸収材）が形成し、本発明のラケッ
トを得ることができる。
【００３６】
　または、通常の方法により中空部を有するフレームを有するラケットを作成し、中空部
の開口部またはグロメット孔から、所定の位置に発泡樹脂の原料樹脂を所望の量注入し、
その後、加熱して原料樹脂を発泡させて発泡樹脂（振動吸収材）が形成し、本発明のラケ
ットを得ることもできる。
【００３７】
　＜バドミントンの場合＞
　発泡樹脂の原料樹脂のシートを複数枚、用意する。通常用いられるカーボンラケットの
製造方法の途中において、カーボンプリプレグシートのレイアップ時に、加圧ナイロンチ
ューブの外側に前記原料樹脂のシートを所定の位置に両面テープで貼り付ける。その後、
通常のとおりレイアップし、ラケット金型にはめ込み、加熱および加圧する。この際、原
料樹脂の発泡温度を考慮し、発泡が比較的ゆっくり進行する加熱温度および圧力条件を選
択する。加熱および加圧により成形された中空フレームの所定の位置には、原料樹脂が発
泡して、発泡樹脂（振動吸収材）が形成し、本発明のラケットを得ることができる。
【００３８】
　なお、いずれの場合も、中空部内で原料樹脂は発泡する。中空部内における発泡は、開
放された場所における発泡と比較して、抑制される傾向にある。従って、本発明のラケッ
トを製造する際、原料樹脂の量と発泡樹脂の比重を充分に検討するのが好ましい。
【００３９】
　また、本発明のラケットにおいては、１２時、４時および８時の位置に振動吸収材が配
置されるが、振動吸収材が発泡樹脂の場合、例えば１２時の位置には加圧ナイロンチュー
ブの外側に発泡樹脂の原料のシートを貼り付け、４時および８時の位置には、加圧ナイロ
ンチューブの外側に発泡樹脂の原料樹脂が封入されたナイロンチューブなど、各位置にお
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いて、異なる発泡樹脂の原料の配置を行ってもよい。
【００４０】
　以下、実施例に基いて本発明を詳細に説明する。但し、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではない。
【実施例１】
【００４１】
　テニスラケット（フェイス面積９７インチ2）に粉末状発泡ＥＶＡを１２時、４時およ
び８時の位置に配置する例。（加圧用ナイロンチューブを取り除かない場合）
　まず、長さ８ｃｍのナイロンチューブを３本用意した。そのナイロンチューブの内部に
、粉末状のＥＶＡを注射器で量（２ｇ）を測って挿入した。そのナイロンチューブの端を
閉じて、発泡樹脂の原料樹脂が封入されたナイロンチューブを得た。
【００４２】
　通常用いられるカーボンラケットの製造途中において、カーボンプリプレグシートのレ
イアップ時に、加圧用ナイロンチューブの外側に前記発泡樹脂の原料樹脂が封入されたナ
イロンチューブを薄い両面テープで貼り付けた。具体的には、ラケットフェイスのトップ
（１２時）から、フェイスに沿って３５ｃｍのところ（４時および８時の位置）が中心と
なるように、前記発泡樹脂の原料樹脂が封入されたナイロンチューブを両面テープでカー
ボンプリプレグに貼り付けた。また、フェイストップ（１２時の位置）が中心となるよう
に前記発泡樹脂の原料樹脂が封入されたナイロンチューブを薄い両面テープで貼り付けた
。
【００４３】
　その後、通常通りレイアップし、ラケット金型に填め込み、１６０℃および６ｋｇｆ／
ｃｍ2で１５分以上加熱および加圧して、１２時、４時および８時の位置における中空部
内に発泡樹脂が配置された、中空部を有する炭素繊維強化エポキシ樹脂製フレームを有す
るテニスラケットを得た。中空部内に配置された発泡樹脂の比重は、０．１６であった。
フレームの１２時の位置に配置された発泡樹脂の長さは８．０ｃｍ、４時の位置に配置さ
れた発泡樹脂の長さは８．０ｃｍ、８時の位置に配置された発泡樹脂の長さは８.０ｃｍ
であり、振動吸収材が配置される部分の長さ合計は、フレームの中空部を有する長さ（フ
ェイス部、シャフト部およびグリップ部の合計からヨーク部分を除いた長さ）の１５．４
％であった。また、フレームの１２時の位置に配置された発泡樹脂は、中空部の断面全体
の１００％、４時の位置に配置された発泡樹脂は、中空部の断面全体の１００％、８時の
位置に配置された発泡樹脂は、中空部の断面全体の１００％を占めていた。また、フレー
ムの１２時の位置に配置された発泡樹脂は、ほぼ１２時の地点を中心に配置され、４時の
位置に配置された発泡樹脂は、ほぼ４時の地点を中心に配置され、８時の位置に配置され
た発泡樹脂は、ほぼ８時の地点を中心に配置されていた。従って、フレーム全体として発
泡樹脂は、１２時の位置を中心に左右ほぼ均等に配置されていた。さらに、フレームの３
時および９時の位置には発泡樹脂は配置されていなかった。通常のカーボンラケット製造
において、加熱および加圧は徐々に温度、圧力を上げていき、最終的には、１６０℃およ
び６ｋｇｆ／ｃｍ2を１５分以上続けるが、ここで用いるＥＶＡは１６０℃および６ｋｇ
ｆ／ｃｍ2の付近で比較的ゆっくりと発泡が完了するものであった。このような加熱およ
び加圧を行うことにより、ラケットの先端部まで圧力が充分に行き届いてラケットの成形
が完全に行われ、かつ、ＥＶＡの発泡を充分に完了させることができた。
【００４４】
　＜比較例１＞
　発泡樹脂の原料樹脂が封入されたナイロンチューブの貼り付けを行わない以外は、実施
例１と同様にして、中空部内に発泡樹脂が配置されていない、中空部を有するフレームを
有するテニスラケットを得た。なお、比較例１のテニスラケットは、実施例１のテニスラ
ケットと重量およびバランスポイントが一致するようにレイアップを調整した。
【実施例２】
【００４５】
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　バドミントンラケット（フェイス面積５６インチ2）にシート状ＥＶＡを１２時、４時
および８時の位置に配置する例。
　まず、長さ６０ｍｍ、幅１６ｍｍ、厚さ１ｍｍのＥＶＡシートを６枚用意した（合計：
３．６ｇ）。
　通常用いられるカーボンラケットの製造途中において、カーボンプリプレグシートのレ
イアップ時に、加圧用ナイロンチューブの外側の所定の位置に前記ＥＶＡシートを貼り付
けた。ラケットフェイスのトップ（１２時）から、フェイスに沿って２５ｃｍのところ（
４時および８時の位置）が中心となるように、前記ＥＶＡシートを２枚に重ねて薄い両面
テープでカーボンプリプレグに貼り付けた。また、フェイストップ（１２時）が中心とな
るように前記ＥＶＡシートを２枚に重ねてカーボンプリプレグに薄い両面テープで貼り付
けた。
【００４６】
　その後、通常通りレイアップし、ラケット金型に填め込み、１６０℃および６ｋｇｆ／
ｃｍ2で１５分以上加熱および加圧して、１２時、４時および８時の位置における中空部
内に発泡樹脂が配置された、中空部を有する炭素繊維強化エポキシ樹脂製フレームを有す
るバドミントンラケットを得た。中空部内に配置された発泡樹脂の比重は、１．０であっ
た。フレームの１２時の位置に配置された発泡樹脂の長さは６．０ｃｍ、４時の位置に配
置された発泡樹脂の長さは６．０ｃｍ、８時の位置に配置された発泡樹脂の長さは６．０
ｃｍであり、振動吸収材が配置される部分の長さ合計は、フレームの中空部を有する長さ
の（フェイス部全体の長さ）２６．０％であった。また、フレームの１２時の位置に配置
された発泡樹脂は、中空部の断面全体の１００％、４時の位置に配置された発泡樹脂は、
中空部の断面全体の１００％、８時の位置に配置された発泡樹脂は、中空部の断面全体の
１００％を占めていた。また、フレームの１２時の位置に配置された発泡樹脂は、ほぼ１
２時の地点を中心に配置され、４時の位置に配置された発泡樹脂は、ほぼ４時の地点を中
心に配置され、８時の位置に配置された発泡樹脂は、ほぼ８時の地点を中心に配置されて
いた。従って、フレーム全体として発泡樹脂は、１２時の位置を中心に左右ほぼ均等に配
置されていた。さらに、フレームの３時および９時の位置には発泡樹脂は配置されていな
かった。通常のカーボンラケット製造において、加熱および加圧は最終的には、１６０℃
および６ｋｇｆ／ｃｍ2を１５分以上続けるが、ここで用いるＥＶＡは１６０℃および６
ｋｇｆ／ｃｍ2で比較的ゆっくりと発泡が完了するものであった。このような加熱および
加圧を行うことにより、ラケットの先端部まで圧力が充分に行き届いてラケットの成形が
完全に行われ、かつ、ＥＶＡの発泡を充分に完了させることができた。
【００４７】
　＜比較例２＞
　ＥＶＡシートの貼り付けを行わない以外は、実施例２と同様にして、中空部内に発泡樹
脂が配置されていない、中空部を有するフレームを有するバドミントンラケットを得た。
なお、比較例２のテニスラケットは、実施例２のテニスラケットと重量およびバランスポ
イントが一致するようにレイアップを調整した。
【００４８】
　実施例１および２ならびに比較例１および２において得られたラケットの振動評価を解
析した。その振動解析評価は、以下のようにして行った。
【００４９】
　＜振動評価解析＞
　各実施例と比較例のラケットにガットを張り上げ、そのラケットのグリップ部を紐で吊
り下げた（図２参照）。図２において、１はラケットを、２はインパクトハンマーを、３
はアンプを、４はＦＦＴ（高速フーリエ変換）アナライザを意味する。
【００５０】
　（面外振動のボード線図の測定）
　テニスラケットにおいては図３Ａ中に示す加速度センサ取り付け位置１、バドミントン
ラケットにおいては図３Ｂ中に示す加速度センサ取り付け位置１に加速度ピックアップを
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ラケット面に垂直に取り付け、インパクトハンマー２でラケット面（打撃箇所１）に垂直
に加振した。インパクトハンマーに取り付けられているフォースピックアップ計で計測し
た応答関数と、加速度計ピックアップ計で計測した応答関数をそれぞれアンプ３を介して
ＦＦＴアナライザ４に入力して解析した。それぞれの実施例と比較例のラケットにおいて
、各５回加振し平均した結果を解析し、ボード線図を作成した。得られた比較例１の面外
振動ボード線図を図５に、実施例１の面外振動ボード線図を図６に、比較例２の面外振動
ボード線図を図９に、実施例２の面外振動ボード線図を図１０に示す。各図において、縦
軸はコンプライアンス［ｍ／Ｎ］を、横軸は振動数［Ｈｚ］を示す。
【００５１】
　（面内振動のボード線図の測定）
　テニスラケットにおいては図４Ａ中に示す加速度センサ取り付け位置２、バドミントン
ラケットにおいては図４Ｂ中に示す加速度センサ取り付け位置２に加速度ピックアップを
ラケット面に平行に取り付け、インパクトハンマー２でラケット面に平行に加振した（打
撃箇所２）。インパクトハンマーに取り付けられているフォースピックアップ計で計測し
た応答関数と、加速度計ピックアップ計で計測した応答関数をそれぞれアンプ３を介して
ＦＦＴ（高速フーリエ変換）アナライザ４に入力して解析した。それぞれの実施例と比較
例のラケットにおいて、各５回加振し平均した結果を解析し、ボード線図を作成した。得
られた比較例１の面内振動ボード線図を図７に、実施例１の面内振動ボード線図を図８に
、比較例２の面内振動ボード線図を図１１に、実施例２の面内振動ボード線図を図１２に
示す。各図において、縦軸はコンプライアンス［ｍ／Ｎ］を、横軸は振動数［Ｈｚ］を示
す。
【００５２】
　面外１次振動について実施例１（図６）と比較例１（図５）を比べると、振幅はほとん
ど変化無いが、山の傾斜がやや緩やかになり減衰率が上がっていることが分かる。面外２
次振動について実施例１（図６）と比較例１（図５）を比べると、振幅がやや小さくなり
、減衰率はほとんど変化していないことが分かる。
【００５３】
　面内1次振動を実施例１（図８）と比較例１（図７）を比べると、振幅が小さくなり、
また山の傾斜が緩やかになり減衰率が大きくなっていることが分かる。面内２次振動につ
いて実施例１（図８）と比較例１（図７）を比べると、振幅が小さくなり、減衰率が大き
くなっていることが分かる。
【００５４】
　以上の結果から、比較例のラケットと比べて、本発明のラケットにおいては、面外振動
を抑えすぎることなく、面内振動を強く抑えられていることが分かる。
【００５５】
　面外1次振動について実施例２（図１０）と比較例２（図９）を比べると、振幅および
減衰率共にほとんど変化がないことが分かる。面外２次振動について実施例２（図１０）
と比較例２（図９）を比べると、振幅、減衰率共にほとんど変化がないことが分かる。
【００５６】
　面内1次振動について実施例２（図１２）と比較例２（図１１）を比べると、振幅がと
ても小さくなり、また山の傾斜が緩やかになり減衰率が大きくなっていることが分かる。
すなわち、面内1次振動はとても強く抑えられている。面内２次振動について実施例２（
図１２）と比較例２（図１１）を比べると、振幅が小さくなり、減衰率が大きくなってい
ることが分かる。
【００５７】
　以上の結果から、比較例のラケットと比べて、本発明のラケットにおいては、面外振動
を抑えすぎることなく、面内振動を強く抑えられていることが分かる。
【００５８】
　前記のようにして得られた、実施例１および２ならびに比較例１および２のラケットの
振動評価および基本スペックを表２に示す。
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【００５９】
【表２】
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【００６０】
　実施例１および２ならびに比較例１および２において得られたラケットの試打評価を解
析した。その試打評価は、以下のようにして行った。
【００６１】
　＜試打評価解析＞
　（テニスラケットの試打評価）
　実施例１および比較例１において得られたテニスラケットに、ポリエステルストリング
（商品名「ポリブレイク１７」、株式会社ゴーセン製）を４５ｌｂｓ（２０．４１２ｋｇ
）で張った。このテニスラケットを黒塗りの塗装にし、ラケットの構造の相違については
言及せずに、５人に試打してもらった。具体的には、試打は、実施例１のテニスラケット
と比較例１のテニスラケットとを交互に持ち替えて、ラリーを続けながら打球感の相違を
確認してもらった。試打評価は打球感について、すなわち、「どちらのラケットがボール
打撃の感触を感じやすいか？」についての評価である。なお、フレーム全体の中空部にポ
リウレタン樹脂を配置した別のラケットについても、試打評価を行った。得られた結果を
表３に示す。
【００６２】
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【表３】

【００６３】
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　＜試打評価解析＞
　（バドミントンラケットの試打評価）
　実施例２および比較例２において得られたバドミントンラケットに、ナイロンストリン
グス（商品名「Ｒ４Ｘ　ＴＳＵＹＯＳＨＩ」、株式会社ゴーセン製）を２７ｌｂｓ（１２
．２４７ｋｇ）で張った。このバドミントンラケットを黒塗りの塗装にし、ラケットの構
造の相違については言及せずに、３８人に試打してもらった。具体的には、試打は、実施
例２のバドミントンラケットと比較例２のバドミントンラケットとを交互に持ち替えて、
クリアー、スマッシュ、ドライブなどの基礎練習ならびに試合形式を続けながら打球感の
相違を確認してもらった。試打評価は打球感について、すなわち、「どちらのラケットが
シャトル打撃の感触を感じやすいか？」についての評価である。
【００６４】
　試打者３８人中、３４人は、比較例２のラケットと比較して実施例２のラケットのほう
が打球感が良いと感じた。残り４人は、いずれのラケットも相違を感じなかった。また、
実施例２のラケットについては、比較例２のラケットよりシャトル打撃の感触を感じやす
い、シャトルの重みを感じやすい、スマッシュ時に予想よりシャトルが沈む感じを受ける
等の意見もあった。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明のラケットは、レベルの高い競技者用としても有用である。また、本発明のラケ
ットを用いることによりプレー技術を向上する上で必要な打球情報を得やすく、競技者へ
の振動の負担が少ないため、子供、女性など入門者にも有用である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０１　フェイス
　１０２　シャフト
　１０３　ヨーク
　１０４　グリップ
　１　ラケット
　２　インパクトハンマー
　３　アンプ
　４　ＦＦＴアナライザ
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